
2 3

補償の内容2
■  お支払いの対象になるケガとは「急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害」をいいま

す。疾病（病気）は一切お支払いの対象となりません。
■  事故が発生した日からその日を含めて180日以内に入院、通院（90日を限度）、往診治療を受けた日数

に対し下表のとおり保険金をお支払いします。ギプス固定期間に対する保険金のお支払いはございま
せん。

■  お支払い時期について
 　 保険金は、請求に必要な書類をすべてご提出いただいた日からその日を含めて30日以内にお支払いしま

す。ただし、お支払いにあたり特別な照会・調査が不可欠な場合は、その照会・調査の内容に応じた支払時
期を別途下表のとおり設けております。

特別な照会・調査の内容 支払時期
警察、検察、消防その他公の機関による捜査・調査の結果の照会 180日
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定などの結果の照会 90日
後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、
障害の認定にかかわる専門機関による審査などの結果の照会 120日

災害救助法が適用された災害の被災地域における調査 60日
日本国外で発生したケガについて、国内での調査ができないとき 180日

●   所定の支払時期を超えてお支払いする場合は、所定の支払時期を超えた翌日から支払日までの期間について遅延利息金（年率5％）
をお支払いします。

●  上記の照会・調査にあたり、保険金の受取人、被保険者などが正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（必要
な協力を行わなかった場合を含みます。）、これにより確認が遅延した期間については、当法人は遅滞責任を負いません。

● 上記の照会・調査に複数該当する場合は、そのうち最長の日数の支払時期となります。

■ 再審査請求制度について
 　 保険金のお支払いに関する当法人の決定内容について、異議がある場合には、保険契約者からの書面に

よるご請求により「再審査請求制度」をご利用いただけます。詳しくは担当者までお問い合わせください。

■ マイナンバーが記載された書類をご提出される場合のお願い
 　 マイナンバーは保険金請求に不要ですので、マイナンバーが記載された書類は提出しないでくだ

さい。マイナンバーが記載された書類をご提出される場合は、記載された部分を黒塗りし、読み取れ
ない状態にしてご提出ください。黒塗りが不十分な場合は当法人において黒塗りまたはシュレッダー
による裁断処理を行い、書類は返還いたしません。

■  保険金の請求および受取人は、保険契約者である法人もしくは個人事業主です。「会員証兼保険証券」
または「会員証兼更新証」にてご確認ください。

■  保険金は会費の振替口座（法人事業所➡法人名義口座、個人事業所➡個人事業主名義口座）へお振込
みいたします。お支払いの際は、ハガキにて通知いたします。

■ 保険金請求期限について
　 保険金の請求には期限がございますので、お早めのご提出をお願いいたします。
　 請求が遅れますと、審査に時間を要し、保険金のお支払いまで時間がかかることがあります。
　 入院・通院・往診保険金の請求期限は、ケガをした日の翌日から起算して3年です。
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入院したとき
（入院保険金） 1日につき6,000円

⃝事故の発生の日からその日を含めて
　180日以内に入院した日数注2

⃝外泊日は入院保険金の対象となりません

通院したとき
（通院保険金） 1日につき2,000円

⃝事故の発生の日からその日を含めて
　180日以内に通院した日数で90日を限度注2

⃝実際に治療を受けた日数

往診を受けたとき
（往診保険金） 1日につき4,000円

⃝事故の発生の日からその日を含めて
　180日以内に医師の往診を受けた日数注2

⃝医師が自宅に訪問し治療すること
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死亡したとき
（死亡保険金）

⃝ ケガをして、その直接の結果として、事故の発
生の日からその日を含めて180日以内に死亡
した場合。

⃝ 同一の事故によりすでにお支払いした後遺障
害保険金がある場合は、死亡保険金の保険金
額からすでにお支払いした金額を控除した残
額となります。

後遺障害が
残ったとき

（後遺障害保険金）

⃝あんしん財団の等級表によります。
⃝ 事故の発生の日からその日を含めて180日以

内に後遺障害が生じた場合は、その程度に応
じ、等級区分に従い後遺障害保険金をお支払
いします。

⃝ 事故の発生の日からその日を含めて180日を
超えてなお治療を要する場合は、事故の発生
の日からその日を含めて181日目における被
保険者以外の医師の診断に基づき障害の程
度を認定し、等級区分に従い後遺障害保険金
をお支払いします。

⃝ 保険期間を通じ、第1級の保険金の額をもって
限度とします。

（注1）被保険者の満年齢は保険責任の開始日である保険期間の初日（増員の場合は増員日）の満年齢が適用されます。
（注2） 入院は平常の業務または生活ができず医師の指示に基づき入院した期間まで、通院および往診は平常の業務または生活に支障を

きたした期間までがお支払いの対象です。

満80歳未満 満80歳以上

2,000万円 1,000万円

2,000万円
（第1級）

16万円
（第14級）

1,000万円
（第1級）

8万円
（第14級）

■ 治療日の重複について
事　　例 お支払いする保険金

1日に2回以上または1日に2ヵ所以上
の医療機関で治療を受けた場合 1日分のお支払い
別々のケガで同じ日に治療を受けた場合
同じ日に入院と通院もしくは
入院と往診による治療を受けた場合

入院保険金のみの
お支払い

■ 対象医療機関について

保険金の種類 病　院 診療所 整骨院
（接骨院）※

入院保険金 〇 〇 ×
通院保険金 〇 〇 〇

往診保険金 〇 〇 ×
※柔道整復師による施術に限ります。

保険金のお支払いができない場合の一例

● 腰部の症状で、骨折および打撲以外のもの。
● 脳疾患・疾病・心神喪失によって生じた傷害。
● 故意または重大な過失によって生じた傷害。
●  無資格運転、無資格操作、酒気を帯びた状態での運転または麻

薬などにより正常な運転がきないおそれがある状態での運転に
よって生じた傷害。

● 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害。

●  ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はんなどの危険
な運動を行なっている間の事故によって生じた傷害。

●  保険期間より前、もしくは保険期間（保険契約）終了後に生じ
た傷害。

● ケガをした日の応当月の会費が未納の場合。
●  保険契約者（会員）または被保険者（加入者）の資格を喪失し

ている場合。
● 保険契約が解除、取消しまたは無効とされたとき。

詳しくは約款をご確認ください

保険金のお支払いが制限される場合の一例

●  平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度にケガがなおった時以降の入院、通院、往診はお支払いの対象とな
りません。

●  被保険者がケガをしたときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、またはケガをした後に別に発生したケガもし
くは疾病の影響によりケガが重大になったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してお支払いします。

詳しくは約款をご確認ください
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